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③　配偶者からの代理権の確認書類

ア

イ

ウ

個人番号（マイナンバー）を利用した申請の場合の必要書類

＜特定不妊治療費助成事業＞

★　申請する年の１月１日時点（１月～５月申請の場合は、前年の１月１日時点）の住所地が、現在の住所地と異なる場合には、

　　窓口で申し出てください。

★　個人番号（マイナンバー）を利用した申請の場合は、２回目以降の個人番号の記載を省略でき、番号確認書類等も不要です。

（１）　夫婦のいずれかが来所して申請する場合

○　夫婦それぞれについて、下記のいずれかが必要です。来所されない方の番号確認書類は、写しでも可能です。

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日　又は住所が記載されているもの

法定代理人の場合
□戸籍謄本　□その他資格を証明する書類

□委任状

次のうちから１つ（配偶者本人しか持ち得ない書類）

□個人番号カード　　□運転免許証　　　　　□運転経歴証明書　　　□旅券　　　□身体障害者手帳　　□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳　　　　　　□在留カード　　　　　　□特別永住者証明書　□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　□年金手帳
□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当

○　来所されない配偶者からの代理権を確認するため、下記ア～ウいずれかが必要です（原本）。

　※申請書上の「申請者」が来所する場合でも、「配偶者」が来所する場合でも、来所されない方からの代理権の確認書類が必要となります。

次のうちから１つ

□個人番号カード（表面）　□運転免許証　　　□運転経歴証明書　　　□旅券　　　□身体障害者手帳　　　□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳　　　　　　　　　 □在留カード 　　　□特別永住者証明書
□その他官公署が交付した書類で、写真が表示され、ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの

次のうちから２つ以上

□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　　□年金手帳　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□その他官公署が交付した書類等

②　来所者の身元確認書類

○　下記アまたはイの提示が必要です（原本）。個人番号カード以外の場合、①との重複はできません。

①　番号確認書類

★　来所される方や、申請の方法によって必要書類が異なります。下記（１）～（４）をご確認ください。
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○　夫婦それぞれについて、下記のいずれかが必要です。写しを同封してください。

夫 妻

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
　又は住所が記載されているもの

（３）　申請書を郵送する場合

②　夫婦それぞれの身元確認書類

○　夫婦それぞれについて、下記アまたはイの提示が必要です（原本）。個人番号カード以外の場合、①との重複はできません。

次のうちから１つ

□個人番号カード（表面）　□運転免許証　　　□運転経歴証明書　　　□旅券　　　□身体障害者手帳　　　□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳　　　　　　　　　 □在留カード　　　 □特別永住者証明書
□その他官公署が交付した書類で、写真が表示され、ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの

次のうちから２つ以上

□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　　□年金手帳　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□その他官公署が交付した書類等

①　番号確認書類

（２）　夫婦の両方が来所して申請する場合

○　夫婦それぞれについて、下記のいずれかが必要です（原本）。

夫 妻

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
　又は住所が記載されているもの

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
又は住所が記載されているもの

次のうちから２つ以上

□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　　□年金手帳　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□その他官公署が交付した書類等

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
又は住所が記載されているもの

②　夫婦それぞれの身元確認書類

①　番号確認書類

○　夫婦それぞれについて、下記アまたはイが必要です。写しを同封してください。

次のうちから１つ

□個人番号カード（表面）　□運転免許証　　　□運転経歴証明書　　　□旅券　　　□身体障害者手帳　　　□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳　　　　　　　　　 □在留カード　　　 □特別永住者証明書
□その他官公署が交付した書類で、写真が表示され、ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの

※被保険者証の写しを同封する場合は、被保険者等・番号等に修正テープ等でマスキングを行ってください。
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（４）　夫婦以外の代理人が来所して申請する場合

○　夫婦それぞれについて、下記のいずれかが必要です。写しでも可能です。

②　来所者の身元確認書類

○　下記アまたはイの提示が必要です（原本）。

□委任状

次のうちから１つ（夫本人しか持ち得ない書類）

□個人番号カード　　□運転免許証　　　　　□運転経歴証明書
□旅券　　　　　　　　　□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳　　　　　　　　　□療育手帳
□在留カード　　　　　　□特別永住者証明書
□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　□年金手帳
□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当

次のうちから１つ（妻本人しか持ち得ない書類）

□個人番号カード　　□運転免許証　　　　　□運転経歴証明書
□旅券　　　　　　　　　□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳　　　　　　　　　□療育手帳
□在留カード　　　　　　□特別永住者証明書
□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　□年金手帳
□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当

③　代理権の確認書類

○　夫婦それぞれからの代理権を確認するため、夫婦それぞれについて下記ア～ウいずれかが必要です（原本）。

夫からの代理権 妻からの代理権

①　番号確認書類

次のうちから１つ

□個人番号カード　□運転免許証　　　□運転経歴証明書　　　□旅券　　　□身体障害者手帳　　　□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳　　　　　□在留カード　　　□特別永住者証明書
□その他官公署が交付した書類で、写真が表示され、ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの

次のうちから２つ以上

□公的医療保険の被保険者証（健康保険証）　　□年金手帳　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□その他官公署が交付した書類等

夫 妻

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
　又は住所が記載されているもの

□　個人番号カード（裏面）

□　通知カード
　　　（記載された氏名、住所が住民票と一致している場合のみ）

□　個人番号が記載された住民票（写し可） 又は住民票記載事項証明書

□その他、官公署が交付した書類で、ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日
又は住所が記載されているもの

法定代理人の場合
□戸籍謄本　□その他資格を証明する書類

法定代理人の場合
□戸籍謄本　□その他資格を証明する書類

□委任状


